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(1) イギリスの「大学成果指標」(Performance Indicators)の事例
○

 

イギリスでは，各大学の出資により設立した大学団体「高

 
等教育統計局」が，大学統計を収集・整理し，

・学生数（課程別・分野別・男女別等）

・教員数（分野別・男女別等）

・収入と支出の内訳

・キャンパスの状況

などを，大学別の一覧表形式で公表している。

○

 

加えて，大学団体やファンディングカウンシルにより，各

 
大学の教育研究活動の成果指標(Performance Indicators)

 
が毎年，公表されている。

【項目】

・多様な学生の受入拡大への取組（公立学校出身者，経済的

 
困難な者，障害を持つ者の受入状況）

・中途退学率

・卒業率

・研究活動（博士課程授与数，教員当たり研究収入）

・卒業後の就職率

○

 

こうした指標は，大学の多様性への考慮を意識しており，

 
大学ごとに算出されたベンチマークとあわせて公表されて

 
おり，大学間の単純なランキングにならないよう設計され

 
ている。

○

 

これらは，大学としての説明責任と教育の質の向上を果た

 
すことを目的として行われており，各大学が，公財政を受

 
ける前提とされる（予算配分額への反映はない）。

例：「大学活動指標」における中途退学率のデータの公表の取扱い

 
（他の項目も同様の取扱い）

○

 

ケンブリッジ大学では，中途退学率は，ベンチマーク(2.9％)よ

 
り，実際の値(0.8%)の方が低い。

また，バーミンガム・シティ大学でも，中途退学率は，ベンチ

 
マーク(10.0%)よりも実際の値(8.3%)の方が低い。

○

 

したがって，２つの大学とも，ベンチマークよりも実際の中途

 
退学率の方が低く，それぞれの学生の特性等を踏まえた取組がな

 
されていると評価できる（両大学の中途退学率(0.8%と8.3%)の値を

 
そのまま比較しても意味がない）。

y g
Bournemouth University 2305 60 150 6.4 7.8
The University of Bradford 1400 95 160 11.3 9.1
The University of Brighton 2280 70 190 8.2 7.8
The University of Bristol 2995 35 75 2.4 3.1
Brunel University 2605 135 155 5.9 8.1
Buckinghamshire New  University 760 15 70 9.0 11.7
The University of Buckingham 65 0 5 6.3 10.5
The University of Cambridge 2710 20 25 0.8 2.9
Canterbury Christ Church University 1505 45 125 8.2 8.9
The University of Central Lancashire 2825 75 400 14.1 11.1

学士課程入学者

数

国内の他の高

等教育機関に

移籍した者

高等教育機

関から在籍

していない者

高等教育機関
に在籍してい

ない者の割合
（％）

参考：ベン
チマーク

（％）

Total UK 261995 7680 18755 7.2
Anglia Ruskin University 1455 25 150 10.4 9.5
Aston University 1500 70 70 4.7 5.9
Bath Spa University 990 30 50 5.2 7.2
The University of Bath 1660 50 50 3.1 4.0
University of Bedfordshire 1120 30 80 7.2 10.6
Birkbeck College(#3) 0 0 0 .. ..
Birmingham City University 2365 65 195 8.3 10.0
The University of Birmingham 3980 55 135 3.4 4.1
University College Birmingham 375 5 40 10.5 10.3
Bishop Grosseteste University College L 245 5 15 6.9 7.7
Th U i it f B lt 610 35 110 17 7 11 7

1．諸外国の事例（英国）
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1.(2)①

 
イギリスの”Unistats”の概要

(1) 学生の入学時の情報

①入学した学生の入学時のスコアの分布

②入学前に持っていた学位等の資格

(2) 学生の内訳

①学生数

②学生の男女比

③成人学生（学士課程は21歳以上，大学院は25歳以上）の割合

④パートタイム学生の割合

⑤留学生の割合

(3) 学生の満足度（以下の質問に同意したパーセント）

①全体的に，所属コースの質に満足している

・「全体的に，所属コースの質に満足している」

②所属コースの教育について

・「教員は説明がうまい」

・「教員によって，学習に興味がわく」

・「教員は，教えている内容に熱意を持っている」

・「コースは，知的刺激がある」

③評価とフィードバック

・「評価基準は，あらかじめ明確に示されている」

・「評価は公平である」

・「フィードバックは適切である」

・「自分の学習に対する詳しいコメントをもらった」

・「学習に対するフィードバックにより，自分が理解していないと

 
ころが明確になった」

④学習支援

・「学習に対する十分な助言と支援を受けた」

・「自分に必要なときに教員と連絡が取れた」

・「学習内容を選択するときに，よい助言が受けられる」

⑤組織及び運営

・「時間割は効率的に機能していた」

・「コースや授業を変更するための連絡は効果的だった」

・「コースは，よく組織され，円滑に運営されていた」

⑥学習環境

・「図書館の内容とサービスは，自分のニーズに十分であった」

・「必要なときに，一般的なITを利用することができた」

・「必要なときに，特別な器具・装置・部屋を利用できた」

⑦個人の発達

・「コースを通じて自らに対する自信を持てるようになった」

・「コミュニケーションスキルが向上した」

・「コースを通じて，未知の問題に取り組む自信がついた」

(4) 学位取得と進級

①学位取得者の状況（ファースト，セカンド，その他等の割合）

②１年次から２年次への進級の状況（継続率，中退率等）

(5) 卒業後の就職状況

①卒業６ヶ月後の就職の状況（10種類の専門的職業への就職率）

②就職者のうち，大学卒業生向けの職業と，そうでない職業の割合

③進学・就職・未修職等の割合

(6) その他

○QAAによる機関評価結果へのリンク

英国では，大学への公財政の配分を担うHEFCEは，大学の説明責任を果たす観点から，2007年から

 

Unistats

 (www.unistats.com)を通じ，各大学が提供する教育コース（学士課程と大学院）ごとの情報を一元的に発信。

http://www.unistats.com/
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1.(2)②

 
イギリスの”Unistats”の例

 
（学生の状況）
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1.(2)③

 
イギリスの”Unistats”の例

 
（学生の満足度）
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1.(2)④

 
イギリスの”Unistats”の例

 
（卒業時の成績）
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1.(2)⑤

 
イギリスの”Unistats”の例

 
（主な就職分野）
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1.(2)⑥

 
イギリスの”Unistats”の例

 
（学生の状況と，大学評価報告書）
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1.(3)①

 
イギリスの情報公表の新たな展開

○

 

本年６月に，高等教育財政委員会（ファンディングカウンシル）が，英国大学長協会(University UK)

 等とともに，高等教育に関する情報公表の新しい方針を公表。これは，高等教育の情報を，社会に，より

 分かりやすく有益なものとするのが目的。

情報の受け手として想定する「社会(public)」とは，「高等教育機関に雇用されたり，専門的な関連は持つ者ではないが，高等教育

 
に強い関心を持つものを指す。代表的なものとしては，現在又は将来の学生，その保護者又は助言者，初中教育機関，雇用者，メディ

 
アがある」とされている。

○

 

新しい制度では，２０１２年から，各大学は，学士課程の「主要情報」(Key Information Sets)をウェ

 ブ上で公表しなければならない（イメージは次ページのとおり）。

・学生の満足度

・卒業時の成果（卒業後半年後と，３年半後の進路状況，就職している場合は給与水準（第１四分位数，中

 央値，第３四分位数で表示））

・在学中の学習活動と評価方法

・授業料と学生支援，宿舎費用

・適格認定の結果

○

 

加えて，各大学は，さらに，以下のような広範な情報を公表することとされる。

・大学の情報（ミッション，質保証の方針と実施方法，教育の実施方針，他大学との連携状況

 

等）

・学位課程の情報（プログラムガイド，学生の状況調査

 

等）

・教育の質と水準
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1.(3)②

 
「主要情報」の表示イメージ

大学ごとにウェブサイトで公表することを想定
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1.(4) 参考：欧州のＵ-Ｍａｐの事例

○

 

欧州では，域内の大学の多様性を踏まえ，学生や産業界へ

 
の情報提供の観点から，各大学の活動を可視化するための手

 
法の開発が求められており，2005年から欧州委員会の支援を

 
受けて「欧州高等教育分類」(European Classification of Higher 

Education Institutions)の検討が進展。

○

 

各大学から情報の提供を受けてデータベースを整備し，学

 
生の構成や，どのような活動に重点を置いているかレーダー

 
チャート等の形式で表示し，大学間の比較が可能なようにす

 
る検討が進んでいる。

教育

・博士・修士・学士のどの段階に重点を置くか

・特定分野に限定した大学か，総合大学か

・一般的な教育か資格等と連動した教育か

・教育費の規模の程度

学生

・成人学生の占める割合の程度

・パートタイム学生の占める割合の程度

・遠隔教育の課程の占める学生の割合の程度

・学生数に着目した大学規模

研究環境

・研究活動の活発の程度

・博士の授与権数の程度

・研究費の規模の程度

知識移転

・新規開業企業の設置

・パテント件数

・文化活動

・知識移転に係る収入の規模

国際活動

・海外の学位の取得を目指す学生数

・海外からの受入学生数

・海外への派遣学生数

・外国人教員の占める割合

・海外からの収入の重要度

地域貢献

・卒業生のうち地域で働く者の占める割合

・入学者のうち地元出身者の占める割合

・地域からの収入の重要度

【Ｕ-Ｍａｐで表示される情報】

【公表イメージ例】

（大学がどのような機能に重点を

 
置いているかによって，異なる図

 
柄として表現される）
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韓国では，２００８年１１月から全ての学校に対して主要情報の公開を義務づけた（大学情報公示制）。公開すべき情報として高等教育機関については13領域

 
65項目（２０１１年現在）が規定されており，各大学等のウェブサイトを通じての公開と，公開情報の教育科学情報部への提出が義務づけられている。

高等教育機関が公開すべき情報の内容

１．大学とは、高等教育法第２条により設置された各級学校とその他別の法律により設置された各級学校のうち、高等教育を実施する学校をいう。

２．予算（上表で（予）と表記）は該当年度予算を６月に、決算（上表で（決）と表記）は前年度決算を11月に各々公示する。

３．下線は2010年度から追加された事項（筆者注）

４．太字は2011年度から追加された事項（筆者注） （「教育関連機関の情報公開に関する特例法施行令」表２を元に作成）

情報公示項目 情報公示内容
公示
機関

公示
回数

公示
時期

1.学校規則等の学校

 

運営に関する規定
イ. 学校規則
ロ. 学則以外の学事運営に関する各種規定

大学
大学

随時
随時

随時
随時

2.教育課程編成及び

 

運営等に関する事項
イ. 教育課程の編成及び評価基準
ロ. 成績評価の結果（成績評価の分布）

大学
大学

年１回
年１回

３月
３月

3.学生の選抜方法及

 

び日程に関する事項
イ. 大学入学（編入学）選考施行計画
ロ. 募集要項（編入学含む）

大学
大学

随時
随時

随時
随時

4.定員充足率、在学

 

生数等学生の現況に

 

関する事項

イ. 入学選考類型別の選抜結果
ロ. 機会均等選抜の結果
ハ. 新入生充足状況
ニ. 学生充足状況（編入学含む）
ホ. 在籍学生の現況
ヘ. 外国人学生の現況
ト. 中途脱落した学生の現況
チ. 学士学位専攻深化課程の学生現況
リ. 新入生の出身校の類型別の現況

大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学

専門大学
大学

年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回

８月
８月
８月
８月
８月
８月
８月
８月
８月

5.卒業後の進学・就

 

職状況等の学生の進

 

路に関する事項

イ. 卒業生の現況
ロ. 卒業生の進学の現況
ハ. 卒業生の就職の現況

大学
大学
大学

年１回
年１回

年１回以上

８月
８月

８月、

 

随時

6.専任教員の現況に

 

関する事項
イ. 全教員に占める専任教員の現況
ロ. 専任教員１人当り学生数
ハ. 専任教員確保率
ニ. 産業体経歴のある専任教員の現況
ホ. 外国人専任教員の現況

大学
大学
大学
大学
大学

年１回
年１回
年１回
年１回
年１回

８月
８月
８月
８月
８月

7.専任教員の研究成

 

果に関する事項
イ. 国内外学術誌掲載論文の実績
ロ. 著書·訳書の実績

大学
大学

年１回
年１回

８月
８月

8.予算·決算等の学校

 

及び法人の会計に関

 

する事項

イ. 一般会計予算·決算の現況
ロ. 期成会計予算·決算の現況
ハ. 発展基金予算·決算の現況
ニ. 予算·決算（合算財務財表）の現況
ホ. 法人会計予算·決算の現況
ヘ. 校費会計予·決算の現況
ト. 積立金の現況
チ. 寄付金の現況
リ. 産学協力団会計の現況
ヌ. 登録金の現況
ル. 入学選考料の収入・支出の現況

国公立大
国公立大
国公立大
私立大
私立大
私立大
私立大
私立大
大学
大学
大学

年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年２回
年1回

(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月
(予)6月,(決)8月

2月,7月
6月

情報公示項目 情報公示内容
公示
機関

公示
回数

公示
時期

８の２．登録金及び学生一人当り教育

 

費の算定根拠に関する事項
イ. 登録金の算定根拠
ロ. 学生一人当り教育費の算定根拠

大学
大学

年２回
年１回

2月,7月
８月

9.「高等教育法」第60条から第62条ま

 

での是正命令等に関する事項
違反内容及び処置の結果 大学 随時 随時

10. 学校発展計画及び特性化計画 学校発展計画及び特性化計画 大学 随時 随時

11.教員の研究、学生に対する教育及

 

び産学協力の現況
イ. 研究費受給実績
ロ. 教員の講義担当の現況
ハ. 奨学金受給の現況
ニ. 外国大学との交流の現況
ホ. 産業体連携教育課程の開設の現況
ヘ. 技術移転収入料及び契約実績
ト. 特許出願及び登録の実績
チ. 教員の創業及び創業支援の現況
リ．大学の社会奉仕力量
ヌ．大学の遠隔講座の現況

大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学
大学

年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回

９月
4月,9月

８月
８月
８月
８月
８月
８月
８月
２月

12.図書館及び研究に対する支援の

 

現況
イ. 蔵書保有の現況
ロ. 図書館予算の現況
ハ. 研究施設の現況

大学
大学
大学

年１回
年１回
年１回

９月
９月
９月

13.その他教育環境及び学校運営状

 

態等に関する事項
イ. 定款
ロ. 法人の役員の現況
ハ. 校地確保の現況
ニ. 校舎施設確保の現況
ホ. 寄宿舎受入れの現況
ヘ. 収益用基本財産の確保現況
ト. 職員の現況
チ. 財政支援事業受給の実績
リ. 「高等教育法」第11条の２による大学評価
の結果
ヌ. 非常勤講師の講義料
ル．障害学生支援体制の構築及び運営現況
オ．国有・公有財産の確保現況

私立大
私立大
大学
大学
大学

私立大
大学
大学
大学

大学
大学

国公立

随時
随時

年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
年１回
随時

年１回
年1回
年1回

随時
随時
９月
９月
９月
９月
９月
８月
随時

４月
４月
９月

２．諸外国の事例（韓国）

 (１)韓国の大学の情報公開制度の概要
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２．(２) 大学情報公示制

12

公示主体
すべての高等教育機関（但し, 国防・治安などの理由で情報公開が

 難しいと大統領令で定めた大学は除外）

公示範囲 13分野 65項目 99細部内容

公示単位 学科、学部別、専攻単位、または募集単位及び学校単位

是正・変更命令
及び違反時の制裁 不誠実・虚位情報公示の際には是正・変更命令。

公示回数 項目別更新周期により、年1-2回または随時公示

大学の長の
役割

年1回以上、大学情報を公示し、教育科学技術部長官に提出
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